
 
佐
賀
県
告
示
第
百
二
十
号 

 

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
以

上
の
類
型
を
設
け
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

な
お
、
次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。 

一 

環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
ご
と
に
指
定
す
る
地
域 

（
平
成
十

一
年
佐
賀
県
告
示
第
百
四
十
三
号
） 

二 

環
境
基
本
法
に
基
づ
く
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
当
て

は
め
る
地
域
の
指
定
（
平
成
十
五
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号
） 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
古 

 

川 
 

 
 

 

康 
 

 
 

一 

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
十
年
環
境
庁
告
示
第
六
十
四
号
）
に
つ
い
て
、

地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域 

 

地
域
の
類
型 

当
て
は
め
る
地
域 

Ａ
類
型
（
専
ら
住

居

の

用

に

供

さ

れ
る
区
域
） 

 

町
の
区
域
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
第
一
種

低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種

中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域 

Ｂ
類
型
（
主
と
し

て

住

居

の

用

に

供
さ
れ
る
地
域
） 

 

町
の
区
域
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及

び
準
住
居
地
域 

Ｃ
類
型
（
相
当
数

の

住

居

と

併

せ

 

町
の
区
域
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工
業
地
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て
商
業
、
工
業
等

の

用

に

供

さ

れ

る
地
域
） 

域
及
び
工
業
地
域 

二 

新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
五
十
年
環
境
庁
告
示
第
四
十
六

号
）
に
つ
い
て
、
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域 

地
域
の
類
型 

当
て
は
め
る
地
域 

Ⅰ

類
型
（

主
と
し

て

住

居

の

用

に

供
さ
れ
る
地
域
） 

一 

鳥
栖
三
養
基
都
市
計
画
区
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
地

域 

 

(1) 

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専

用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
準
工
業
地
域
（
鳥
栖
市
山

浦
町
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
工
業
地
域
（
鳥
栖
市
轟

木
町
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

 

(2) 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
用
途
地
域
（
以
下
「
用
途
地
域
」

と
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
う
ち
、
鳥
栖
市

山
浦
町
、
原
古
賀
町
、
村
田
町
、
蔵
上
町
、
幸
津
町
、
轟

木
町
、
儀
徳
町
、
下
野
町
及
び
三
島
町
の
地
域
で
あ
っ
て
、

別
添
図
面
に
お
い
て
緑
色
で
着
色
し
た
も
の 

二 

武
雄
都
市
計
画
区
域
及
び
嬉
野
都
市
計
画
区
域
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
地
域 

 

(1) 

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専

用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居

地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及
び
準
住
居
地
域 

 

(2) 

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
う
ち
、
武
雄
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市
武
雄
町
、
東
川
登
町
及
び
西
川
登
町
並
び
に
嬉
野
市
塩

田
町
及
び
嬉
野
町
の
地
域
で
あ
っ
て
、
別
添
図
面
に
お
い

て
緑
色
で
着
色
し
た
も
の 

Ⅱ

類
型
（

工
業
の

用

に

供

さ

れ

る

地

域

等

右

の

地

域

以

外

の

地

域

で

あ

っ

て

通

常

の

生

活

を

保

全

す

る

必

要

が

あ

る
も
の
） 

一 

鳥
栖
三
養
基
都
市
計
画
区
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
地

域 

 
(1) 

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
工
業
地
域
（
鳥
栖
市
轟
木
町
に
係
る
部
分
を
除
く
。
） 

 

(2) 

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
う
ち
、
鳥
栖

市
幸
津
町
の
地
域
で
あ
っ
て
、
別
添
図
面
に
お
い
て
青
色

で
着
色
し
た
も
の 

二 

武
雄
都
市
計
画
区
域
及
び
嬉
野
都
市
計
画
区
域
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
地
域 

 

(1) 

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

 

(2) 

武
雄
都
市
計
画
区
域
及
び
嬉
野
都
市
計
画
区
域
に
お
い

て
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い

な
い
地
域
の
う
ち
、
武
雄
市
東
川
登
町
及
び
嬉
野
市
嬉
野

町
の
地
域
で
あ
っ
て
、
別
添
図
面
に
お
い
て
黄
色
で
着
色

し
た
も
の 

 

備
考 

 
 

一 

「
当
て
は
め
る
地
域
」
は
、
新
幹
線
鉄
道
の
軌
道
中
心
線
よ
り
左
右
三
百
メ
ー
ト

ル
以
内
（
筑
後
川
橋
り
ょ
う
付
近
に
あ
っ
て
は
、
佐
賀
県
側
の
橋
け
た
端
部
と
軌
道

中
心
線
の
交
点
を
中
心
と
し
た
半
径
四
百
メ
ー
ト
ル
の
円
内
）
で
、
別
添
の
図
面
に

表
示
す
る
地
域
と
す
る
。
た
だ
し
、
博
多
起
点
か
ら
二
十
九
・
八
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
地
点
か
ら
県
道
中
原
鳥
栖
線
ま
で
の
地
域
、
ト
ン
ネ
ル
の
出
入
り
口
か
ら
中
央
部
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方
向
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
奥
の
ト
ン
ネ
ル
周
辺
部
及
び
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
河
川
区
域
は
除
く
。 

 
 

二 
別
添
の
図
面
は
省
略
し
、
佐
賀
県
く
ら
し
環
境
本
部
環
境
課
及
び
関
係
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 
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